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                                                企画振興部球磨川流域復興局 

 

球磨川の治水を検討する新たな協議の場の設置及び 

住民の皆様の御意見・御提案をお聴きする会について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜球磨川の治水を検討する新たな協議の場（名称未定）の設置について＞ 

１ 国（九州地方整備局）との合意事項 

   ・ 国、県及び流域市町村で新たな協議の場を設置すること。 

   ・ 第１回の開催は１０月下旬を目指すこと。 

 

＜住民の皆様の御意見・御提案をお聴きする会の概要＞ 

１ 趣 旨 

  令和２年７月豪雨からの復旧・復興や治水の方向性の検討に当たり、知事が被害に

あわれた住民の方や地域の様々な団体の方から御意見や御提案をお聴きすることを目

的として開催するもの。 

２ 内 容 

（１）開催予定期間：１０月１５日（木）～１１月中旬まで 

（２）対 象 

①住 民（八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、相良村、山江村、球磨村） 

②団 体（商工業、建設、農林水産業、観光・文化、地域づくり、教育、 

医療・福祉、公共交通機関、企業、市民団体等） 

   ③流域１２市町村長・議長 

④熊本県議会 

      ※ 地域毎・団体毎に計２０回程度の開催を予定しています。 

         ※ 現時点で決定しているスケジュールは裏面のとおりです。 

今後のスケジュールは決まり次第、お知らせします。 

 （３）取材の事前申し込み 

   ・ 取材を希望される場合は、前日までに別紙取材申込書を下記まで FAX にて、

事前申し込みをお願いします。 

 

 

報道資料 

お問い合わせ先 

熊本県企画振興部球磨川流域復興局 

村田、河野（内線 3639,3638） 

ダイヤルイン 096-333-2610 

FAX 096-382-3122 

「第 2 回令和 2 年 7 月球磨川豪雨検証委員会（10 月 6 日）」において、流域市町

村から要望された、球磨川の治水を検討する新たな協議の場（名称未定）の設置につ

いて、国と協議を行い、国、県及び流域市町村で新たな協議の場を設置すること、ま

た、第 1回の開催は 10 月下旬を目指すことで合意しました。 

また、令和２年７月豪雨からの復旧・復興プランや治水の方向性の検討に当たり、

住民の方や様々な団体の方に知事が直接お会いし、復旧・復興や治水の方向性に対す

る御意見・御提案を伺うため、標記の会を下記のとおり開催します。 



（別添資料） 

 

 

住民の皆様の御意見・御要望をお聴きする会の当面のスケジュール 

 

  

日 時 場所 御意見等をお聴きする方々 

10月 15日（木） 

（10時～11時半） 

熊本県球磨地域振興局 

会議室 
人吉球磨地域の農林水産団体（８団体） 

10月 16日（金） 

（10時～11時半） 

熊本県県南広域本部 

会議室 
八代市の各団体（１６団体） 

10月 16日（金） 

（13時 30分～15時） 

芦北町地域資源活用 

総合交流促進施設 
芦北町・津奈木町の各団体（１４団体） 

10月 16日（金） 

（15 時 20 分～16 時 50 分） 

芦北町町民 

総合センター 
芦北町・津奈木町の住民の方々 

 

  ※ 10 月 16日以降の日程等については決まり次第、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熊本県球磨川流域復興局（096-382-3122） 宛て 

 

取材申込書 
 

会場での取材を希望される方は、下記に必要事項をご記入の上、前日ま

で FAX（096-382-3122）にて事前申し込みをお願いします。 

 

報道機関名  

取材希望日時 

会場 
 

氏名 

（全員分） 
 

連絡先（TEL）  

 

【特記事項（新型コロナウイルス感染症対策）について】 

※以下の方は 取材等を控えていただきますようお願いします。 

・過去２週間以内に、発熱や咳、のどの痛み、くしゃみ、鼻水など風邪の症状がある方 

・過去２週間以内に、ご家庭や職場など身近に新型コロナウイルス感染症の感染者もしく

は感染の可能性のある方がいらっしゃる方 

・当日、体調がすぐれない方 

※入場の際は、マスクの着用、検温、手指消毒（退場時も含む）及びソーシャルディスタン

スの確保にご協力をお願いします。 

・検温の結果、37.5 度以上の方は、入場をお断りします。 

※参加者で感染者が確認された場合は、保健所の聞き取りが行われますのでご協力をお願い

します。 

※保健所が濃厚接触者と判断した場合は、接触してから２週間を目安に自宅待機の要請が行

われる可能性があります。 


